
　市は、特定不妊治療にかかる費用の一部を助成しています。1～ 3月に治療を終了した
人の助成の申請期限が、4月 15日㈮に変わりました。4月から同治療の一部が保険適用
になるためです。昨年 12月までに治療が終了した人は、これまでどおり、治療終了月の
3か月後の末日までに申請してください。治療が終了した人は早めの申請をお勧めします。
　3月までに治療を開始し、4月以降に終了する人の助成については、決まり次第、広報
高崎や市ホームページでお知らせします。
　問い合わせは、健康課母子保健担当へ。
●対象となる治療法=指定医療機関での体外受精や顕微授精、特定不妊治療の一環とし
て行った男性不妊治療　●対象となる人＝次の①②の全てに当てはまる人①夫婦が婚姻関
係にある（法律上婚姻関係のない事実婚の夫婦を含む）②夫婦のどちらかが本市に住民登
録のある　●助成額＝ 1子につき 6回目まで上限 30万円、7回目以降は上限 10万円（治
療開始の年齢や治療内容により異なります）。交通費は申請 1回につき、県内医療機関は
2,000 円、県外医療機関は 1万円
4 月から助成制度の内容を変更して実施します
　市は、特定不妊治療の一部が保険適用になることから、4月以降に開始する同治療につ
いて、制度の内容を一部変更して助成を行う予定です。内容や申請時期など詳しくは、決
まり次第、広報高崎や市ホームページでお知らせします。

2022．2．15（12）（13）高崎市役所 ☎027-321-1111

健康課健康づくり担当 ☎027-381-6114

保健予防課 ☎027-381-6112
健康課母子保健担当 ☎027-381-6113

箕郷保健センター ☎027-371-9060

群馬保健センター ☎027-373-2764

吉井保健センター ☎027-387-1201
榛名・倉渕保健センター ☎027-374-4700

新町保健センター ☎0274-42-1241
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特
定
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で
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改
善

　

市
は
、
国
保
特
定
健
診
か
国
保
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間

ド
ッ
ク
を
受
診
し
て
、
国
保
特
定
保
健
指
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発
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し
て
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ま
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使
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と
、
医
師
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健
師
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士
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ど
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活
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善
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め
の
ア
ド

バ
イ
ス
を
無
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で
受
け
ら
れ
ま
す
。
特
定

保
健
指
導
の
内
容
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申
し
込
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方
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ど

詳
し
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、
同
封
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を
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し
て
く

だ
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対
象
者
で
ま
だ
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し
て
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し
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31
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て
く
だ
さ
い
。
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と
な
っ
た
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特
定
保
健
指
導
の
対
象
者
で
、
積
極
的

支
援
の
対
象
と
な
り
面
接
を
受
け
た
人
に

は
、
浜
川
プ
ー
ル
か
新
町
温
水
プ
ー
ル
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利
用
券
を
無
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で
配
布
し
て
い
ま
す
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詳

し
く
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特
定
保
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指
導
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用
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封
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案
内
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

子
ど
も
の
予
防
接
種
を
忘
れ
ず
に

3
月
1
日
〜
7
日
は
「
子
ど
も
予
防
接

種
週
間
」
で
す
。
市
は
、
子
ど
も
を
対
象

と
し
た
予
防
接
種
の
費
用
を
助
成
し
て
い

ま
す
。
助
成
期
間
や
対
象
年
齢
を
過
ぎ
る

と
、
予
防
接
種
の
助
成
が
受
け
ら
れ
な
く

な
り
ま
す
。

　

小
学
校
就
学
前
の
1
年
間
の
子
が
対
象

の
麻
し
ん
風
し
ん
混
合
（
第
2
期
）
の
接

種
は
、
3
月
31
日
㈭
ま
で
で
す
。
接
種
を

希
望
す
る
人
は
、
早
め
に
受
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全
国
的
に
日
本
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炎
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ワ
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チ
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不

足
し
て
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ま
し
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が
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来
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は
供
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安
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す
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見
込
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と
な
り
ま
し
た
。
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〜

12
歳
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子
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も
が
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の
日
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脳
炎
第
2
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今
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と
来
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度
に
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歳
に
な
り

対
象
に
加
わ
る
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に
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診
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以
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に
発
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し
ま
す
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が
ん
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そ
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の
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の
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が
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ロ
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ぴ
あ
サ
ポ
ぐ
ん
ま
は
、
が
ん
体
験
者
な

ど
に
悩
み
や
不
安
を
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談
で
き
る
サ
ロ
ン

を
開
催
し
ま
す
。
電
話
に
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る
相
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は
随

時
受
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け
て
い
ま
す
。
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い
合
わ
せ
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務
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8
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6
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1
7
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2
3
4
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へ
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●
期
日
と
会
場　

3
月
8
日
㈫
＝
自
遊
空

間
み
ち
く
さ
（
新
町
）
20
日
㈰
＝
総
合
福

祉
セ
ン
タ
ー
3
階
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ル
ー
ム

●
時
間
＝
午
後
1
時
〜
3
時　

●
費
用
＝

無
料　

●
申
し
込
み
＝
当
日
直
接
会
場

へ

思
春
期
・
青
年
期
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談

●
日
時
＝
3
月
16
日
㈬
午
後
2
時
〜
4
時

●
会
場
＝
市
役
所
1
階
障
害
福
祉
課　

●

内
容
＝
思
春
期
・
青
年
期
の
心
の
病
気
が

専
門
の
精
神
科
医
師
に
よ
る
相
談　

●
対

象
＝
市
内
に
在
住
の
15
〜
39
歳
で
、
心
に

悩
み
や
不
安
が
あ
る
人
か
そ
の
家
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●

定
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＝
3
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（
予
約
制
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費
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申
し
込
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3
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㈬
ま
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に
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（
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2
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・
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へ

障
害
者
就
労
相
談

●
日
時
＝
3
月
2
日
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日
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・

30
日
の
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曜
日
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午
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時
30
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〜
3
時

30
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●
会
場
＝
市
総
合
保
健
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ン
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階
障
害
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援
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O
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る
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●
内
容
＝
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
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に
よ
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就
労
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●
対
象
＝

障
害
の
あ
る
人　

●
費
用
＝
無
料　

●

問
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合
わ
せ
先
＝
障
害
者
支
援
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O
S

セ
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ば
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ん
（
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3
2
5
・
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1
1
1
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こ
こ
ろ
の
病
を
抱
え
る
人
の

お
話
の
会

●
日
時
＝
3
月
11
日
㈮
午
後
1
時
30
分
〜

3
時
30
分　

●
会
場
＝
市
役
所
17
階
171
会

議
室　

●
内
容
＝
参
加
者
同
士
で
交
流
を

深
め
た
り
、
悩
み
を
語
り
合
っ
た
り
す
る

●
対
象
＝
市
内
に
在
住
の
う
つ
病
や
統
合

失
調
症
な
ど
の
人　

●
定
員
＝
先
着
8
人

●
費
用
＝
無
料　

●
申
し
込
み
＝
3
月

9
日
㈬
ま
で
に
、
障
害
福
祉
課
（
☎

3
2
1
・
1
3
5
8
）
へ

認
知
症
の
人
を
介
護
す
る

家
族
の
支
援

　

認
知
症
の
人
と
家
族
の
会
群
馬
県
支
部

は
、
認
知
症
へ
の
理
解
を
深
め
、
参
加
者

同
士
の
交
流
を
図
る
講
座
を
開
催
し
ま

す
。

●
日
時
＝
3
月
12
日
㈯
午
前
10
時
〜
午
後

4
時　

●
会
場
＝
南
公
民
館　

●
対
象
＝

認
知
症
の
人
を
介
護
し
て
い
る
家
族　

●

定
員
＝
先
着
10
人　

●
費
用
＝
無
料　

●

申
し
込
み
＝
3
月
11
日
㈮
ま
で
に
、
同
支

部
（
☎
0
2
7
・
2
8
9
・
2
7
4
0
）

へ

新型コロナウイルスの相談窓口

　市は、昭和 37 年 4 月
2 日～ 54 年 4 月 1 日に
生まれた男性を対象に、
風しんの抗体検査の費用
を助成しています。助成
は 1人 1回です。
　対象者には、抗体検査
を無料で受けられるクー
ポン券を、昨年 8月に送付しました。検査の結果、予防接
種を受ける必要のある人には、接種費用の助成も行ってい
ます。風しんは予防接種で防げる感染症なので、この機会
に抗体検査を受けてください。
　問い合わせは、保健予防課予防接種担当（☎  395-
6155）へ。
クーポン券の利用期限を延長しました
　抗体検査のクーポン券の利用期限を、3年間延長しまし
た。検査は、昨年送付されたクーポン券で受けられます。
　検査を受けられる医療機関など詳しくは、クーポン券に
同封の案内か市ホームページで確認してください。健診や
人間ドックと一緒に受けられる場合があります。

市ホームページで、熱のある人などの診療・
検査を行う医療機関の一覧などが見られます▶

かかりつけ医のない人
どこを受診したら良いか分からない人
●市受診・相談センター（☎ 381-6112）
月～金曜日　午前 8時 30分～午後 5時 15分

　（開設時間以外は県受診・相談センターへ）
●県受診・相談センター（☎ 0570-082-820）
24 時間

●発熱者外来予約専用電話（☎ 381-6000）
土・日曜日、祝日　午前 9時 30分～正午

●厚生労働省の電話相談窓口
 （☎ 0120-565653）
午前 9時～午後 9時

　発熱など気になる症状のある人は、
かかりつけ医へ相談してください。

クーポン券は 2月以降も使えます

特定不妊治療への助成
申請期限が変わります

クーポン券の利用期限が延長
無料の男性向け風しん抗体検査

市ホームページ▶


